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□
憲
法
記
念
日
無
料
法
律
相
談
会

a
５
月
８
日
㈫
、
午
後
１
時
３０
分
〜

３
時
３０
分　

d
草
加
市
立
中
央
公
民

館
（
草
加
市
住
吉
２
の
９
の
１
）　

g
埼
玉
弁
護
士
会
越
谷
支
部
の
弁
護

士
が
離
婚
、
相
続
、
借
金
の
問
題
な

ど
の
問
題
に
応
え
ま
す　

h
無
料　

e
当
日
会
場
へ　

b
埼
玉
弁
護
士
会

越
谷
支
部
☎
９
６
２
＝
１
１
８
８

□
司
法
書
士
無
料
相
談
会

a
５
月
１３
日
㈰
、
午
後
１
時
３０
分
〜

４
時
４０
分　

d
吉
川
市
民
交
流
セ
ン

タ
ー
お
あ
し
す
（
吉
川
市
き
よ
み
野

１
の
１
）　

g
相
続
、
遺
言
、
登
記

な
ど
。
面
談
相
談
（
１
組
４０
分
）　

e
事
前
に
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
☎

０
４
８
＝
８
３
８
＝
７
４
７
２
）
へ

　

b
埼
玉
司
法
書
士
会
事
務
局
☎
０

４
８
＝
８
６
３
＝
７
８
６
１

□
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
受
付
中

〈
対
象
〉　

次
の
①
ま
た
は
②
に
該

当
す
る
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
方
。

①
父
母
の
離
婚
、
父
（
母
）
の
死
亡

な
ど
で
父
（
母
）
と
生
計
を
別
に
し

て
い
る　

②
父
（
母
）
に
一
定
の
障

が
い
が
あ
る

〈
期
間
〉　

子
ど
も
が
１８
歳
に
な
っ

た
年
の
年
度
末
（
３
月
３１
日
）
ま

で
。
子
ど
も
に
一
定
の
障
が
い
が
あ

る
場
合
は
２０
歳
未
満

〈
所
得
制
限
〉　

申
請
者
や
そ
の
配

偶
者
お
よ
び
同
居
し
て
い
る
直
系
血

族
、
兄
弟
姉
妹
等
の
所
得
に
よ
り
手

当
の
支
給
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
離
婚
の
場
合
は
養
育
費
の
一
部

が
所
得
に
加
算
さ
れ
ま
す

〈
申
請
〉　

必
要
書
類
を
添
え
て
ご

申
請
く
だ
さ
い
。
申
請
を
受
け
付
け

た
翌
月
分
か
ら
支
給
対
象
と
な
り
ま

す
。
必
要
書
類
は
申
請
者
ご
と
に
異

な
る
の
で
、
申
請
者
本
人
が
子
育
て

支
援
課
で
案
内
を
お
受
け
く
だ
さ
い

〈
手
当
月
額
〉　

▽
第
１
子…

４
万

２
５
０
０
円
〜
１
万
３０
円

〈
加
算
額
〉　

▽
第
２
子…

１
万
４０

円
〜
５
０
２
０
円　

▽
第
３
子
以
降

…

１
人
に
つ
き
６
０
２
０
円
〜
３
０

１
０
円

＊
平
成
３０
年
４
月
分
か
ら
手
当
額
が

改
定
さ
れ
ま
し
た

b
子
育
て
支
援
課
（
第
二
庁
舎
２

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
６
６

□
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
受
付

中
〈
対
象
〉　

精
神
ま
た
は
身
体
に
一

定
の
障
が
い
が
あ
る
２０
歳
未
満
の
子

ど
も
を
育
て
て
い
る
方

〈
所
得
制
限
〉　

申
請
者
や
そ
の
配

偶
者
お
よ
び
同
居
し
て
い
る
直
系
血

族
、
兄
弟
姉
妹
等
の
所
得
に
よ
り
手

当
の
支
給
が
停
止
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す

〈
手
当
月
額
〉　

▽
１
級…

５
万
１

７
０
０
円　

▽
２
級…

３
万
４
４
３

０
円

＊
平
成
３０
年
４
月
分
か
ら
手
当
額
が

改
定
さ
れ
ま
し
た

＊
児
童
福
祉
施
設
（
通
園
施
設
は
除

く
）
に
子
ど
も
が
入
所
し
て
い
る

場
合
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

b
子
育
て
支
援
課
☎
９
６
３
＝
９
１

７
２

□
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
提
供
会
員
に
な
る
た
め
の
初

期
研
修
会

a
d
▽
５
月
２２
日
㈫
、
午
前
９
時
３０

分
〜
午
後
３
時…

中
央
市
民
会
館
５

階
第
２
会
議
室　

▽
５
月
３０
日
㈬
、

午
前
９
時
〜
午
後
３
時
３０
分…

中
央

市
民
会
館
４
階
第
１４
会
議
室　

f
市

内
在
住
で
保
育
や
送
迎
な
ど
の
援
助

が
で
き
る
２０
歳
以
上
の
方
２５
人　

e

電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で
こ
し
が
や

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ

ー
へ
。
利
用
会
員
は
随
時
受
付
中

（
対
象
児
童
は
０
歳
〜
小
学
６
年

生
）　

b
こ
し
が
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
☎
D
９
６
０

＝
２
３
１
１

□
６
月
３
日
〜
９
日
は
危
険
物
安

全
週
間
で
す

平
成
３０
年
度
危
険
物
安
全
週
間
推

進
標
語
「
こ
の
一
球　

届
け
無
事

故
へ　

み
ん
な
の
願
い
」

　

事
業
所
に
お
け
る
自
主
保
安
体

制
の
確
立
を
呼
び
か
け
る
と
と
も

に
、
危
険
物
に
対
す
る
意
識
の
高

揚
と
啓
発
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

　

危
険
物
と
は
消
防
法
で
定
め
ら

れ
て
い
る
も
の
で
、
一
般
的
に
次

の
よ
う
な
危
険
性
を
持
っ
た
物
品

を
い
い
ま
す
。

・
火
災
発
生
の
危
険
性
が
大
き
い

・
火
災
拡
大
の
危
険
性
が
大
き
い

・
消
火
の
困
難
性
が
高
い

　

私
た
ち
の
身
近
な
も
の
で
は
、

ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油
、
軽
油
等
が
危

険
物
に
該
当
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は

火
災
を
発
生
さ
せ
る
危
険
性
が
非

常
に
高
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
不
注

意
が
思
わ
ぬ
事
故
に
つ
な
が
る
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

〈
ガ
ソ
リ
ン
・
灯
油
・
軽
油
の
取

り
扱
い
お
よ
び
保
管
方
法
〉　

▽

取
り
扱
い…

液
体
か
ら
可
燃
性
の

蒸
気
を
発
生
さ
せ
、
そ
の
蒸
気
は

空
気
よ
り
重
い
た
め
低
所
に
滞
留

し
や
す
く
、
静
電
気
や
ち
ょ
っ
と

し
た
火
花
等
で
容
易
に
引
火
し
、

爆
発
的
に
燃
焼
し
ま
す
。
特
に
ガ

ソ
リ
ン
は
、
一
年
中
ど
の
よ
う
な

気
候
状
況
で
あ
っ
て
も
、
可
燃
性

の
蒸
気
を
発
生
さ
せ
て
い
る
た

め
、
取
り
扱
い
に
細
心
の
注
意
が

必
要
で
す　

▽
保
管
方
法…

ガ
ソ

リ
ン
は
消
防
法
の
基
準
に
適
合
し

た
金
属
製
の
専
用
携
行
缶
で
、
灯

油
と
軽
油
は
専
用
の
ポ
リ
容
器
で

そ
れ
ぞ
れ
保
管
し
、
直
射
日
光
を

避
け
て
風
通
し
の
良
い
場
所
で
保

管
し
て
く
だ
さ
い

b
消
防
本
部
予
防
課
☎
９
７
４
＝

０
１
０
３

□
応
急
手
当
講
習
会
（
上
級
救

命
）

a
５
月
２６
日
㈯
、
午
前
９
時
〜
午

後
５
時　

d
消
防
本
庁
舎　

g
心

肺
蘇
生
法
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
含
む
）　

f
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
中

学
生
以
上
の
方
３０
人　

h
無
料　

e
５
月
１
日
㈫
〜
１４
日
㈪
に
電
話

で
左
記
へ　

b
消
防
署
☎
９
７
４

＝
０
１
３
６

□
危
険
物
取
扱
者
試
験
準
備
講
習

会
（
甲
種
お
よ
び
乙
種
第
４

類
）

a
①
甲
種
１
期…

６
月
２
日
㈯
・

３
日
㈰　

②
乙
種
第
４
類
４
期…

６
月
１６
日
㈯
・
１７
日
㈰　

d
①
川

口
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
・
リ
リ
ア

（
川
口
市
川
口
３
の
１
の
１
）　

②
草
加
市
文
化
会
館
（
草
加
市
松

江
１
の
１
の
５
）　

h
①
一
般
７

８
０
０
円
、
越
谷
市
防
火
安
全
協

会
会
員
お
よ
び
学
生
６
８
０
０
円

　

②
一
般
６
８
０
０
円
、
越
谷
市

防
火
安
全
協
会
会
員
お
よ
び
学
生

５
８
０
０
円
。
テ
キ
ス
ト
代
別
途

　

e
①
は
５
月
２５
日
㈮
ま
で
、
②

は
６
月
８
日
㈮
ま
で
（
い
ず
れ
も

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

に
左
記
へ　

b
消
防
本
部
予
防
課

☎
９
７
４
＝
０
１
０
３

□
河
川
の
水
を
利
用
し
た
放
水
訓

練
を
実
施
し
て
い
ま
す

　

河
川
に
水
量
が
あ
る
こ
の
時
期

に
越
谷
市
消
防
団
が
各
地
区
で
放

水
訓
練
を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

b
消
防
本
部
警
防
課
☎
９
７
４
＝

０
１
０
４

　

昭
和
２４
年
６
月
１
日
に
施
行
さ

れ
た
人
権
擁
護
委
員
法
に
よ
り
、

国
民
の
基
本
的
人
権
を
擁
護
す
る

人
権
擁
護
委
員
制
度
が
設
け
ら

れ
、
市
内
に
は
１０
人
の
人
権
擁
護

委
員
が
い
ま
す
。
全
国
人
権
擁
護

委
員
連
合
会
で
は
、
「
人
権
擁
護

委
員
の
日
」
に
全
国
で
特
設
人
権

相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

a
６
月
７
日
㈭
、
午
前
１０
時
〜
午

後
４
時　

d
中
央
市
民
会
館
４
階

第
４
相
談
室　

g
人
権
問
題
に
関

す
る
相
談
（
無
料
。
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
）
。
上
記
の
日
時
以
外
に

も
毎
月
第
１
・
３
木
曜
日
（
祝
日

の
場
合
は
翌
週
の
木
曜
日
）
の
午

後
１
時
〜
４
時
に
、
同
会
場
で
特

設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま

す
（
１５
面
参
照
）　

b
人
権
・
男

女
共
同
参
画
推
進
課
☎
９
６
３
＝

９
１
１
９

□
就
学
援
助
費

〈
対
象
〉　

経
済
的
な
理
由
で
就
学

が
困
難
な
小
・
中
学
生
の
保
護
者

〈
内
容
〉　

学
用
品
費
、
通
学
用
品

費
、
新
入
学
準
備
費
、
新
入
学
児
童

生
徒
学
用
品
費
、
校
外
活
動
費
、
修

学
旅
行
費
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ

ー
保
護
者
負
担
金
、
学
校
給
食
費
、

児
童
生
徒
会
費

＊
中
学
校
新
入
学
に
か
か
る
学
用
品

費
は
入
学
後
の
中
学
１
年
生
時
に

支
給
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
３０

年
度
か
ら
入
学
前
の
小
学
６
年
生

時
に
支
給
し
ま
す

〈
申
込
み
〉　

平
成
３１
年
１
月
３１
日

㈭
ま
で
に
保
護
者
が
直
接
学
務
課

（
５
月
３１
日
㈭
ま
で
は
第
二
庁
舎
５

階
会
議
室
Ｃ
で
受
け
付
け
。
５
月
６

日
㈰
も
受
け
付
け
し
ま
す
）
ま
た
は

お
子
さ
ん
が
在
籍
す
る
小
・
中
学
校

に
申
請
。
５
月
３１
日
㈭
ま
で
に
申
請

し
認
定
さ
れ
た
場
合
、
４
月
分
か
ら

対
象
と
な
り
ま
す
。
６
月
以
降
に
申

請
し
認
定
さ
れ
た
場
合
は
申
請
月
の

翌
月
分
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す

b
学
務
課
（
第
二
庁
舎
４
階
）
☎
９

６
３
＝
９
２
８
１

□
特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費

〈
内
容
〉　

学
用
品
費
、
通
学
用
品

費
、
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
、

校
外
活
動
費
、
修
学
旅
行
費
、
学
校

給
食
費
、
通
学
費
、
職
場
実
習
交
通

費
、
交
流
学
習
交
通
費
（
通
級
指
導

教
室
に
入
級
さ
れ
る
児
童
生
徒
の
保

護
者
は
、
通
学
費
の
み
対
象
）

〈
申
込
み
〉　

５
月
３１
日
㈭
ま
で
に

お
子
さ
ん
が
在
籍
す
る
小
・
中
学
校

に
直
接
申
請
。
途
中
転
入
の
方
は
随

時
受
け
付
け
ま
す
。
就
学
援
助
費
の

申
請
も
併
せ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い

（
認
定
基
準
、
援
助
内
容
が
異
な
り

ま
す
）
。
就
学
援
助
費
の
対
象
者
と

な
っ
た
場
合
は
、
就
学
援
助
費
が
優

先
さ
れ
ま
す

b
学
務
課
☎
９
６
３
＝
９
２
８
１

□
幼
稚
園
就
園
奨
励
費

　

市
で
は
、
私
立
幼
稚
園
の
設
置
者

が
入
園
料
お
よ
び
保
育
料
を
減
免
す

る
場
合
に
、
設
置
者
に
対
し
て
補
助

金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

〈
調
書
を
提
出
す
る
方
〉　

市
内
に

住
民
登
録
が
あ
り
、
認
可
さ
れ
た
幼

稚
園
（
新
制
度
除
く
）
に
在
園
す
る

３
〜
５
歳
児
（
平
成
３０
年
４
月
１
日

現
在
の
満
年
齢
。
た
だ
し
、
満
３
歳

に
達
し
た
幼
児
が
、
年
度
の
途
中
か

ら
幼
稚
園
に
入
園
す
る
場
合
も
含

む
）
の
保
護
者

〈
提
出
〉　

在
園
す
る
幼
稚
園
か
ら

配
付
さ
れ
る
調
書
に
記
入
し
、
５
月

３１
日
㈭
ま
で
に
幼
稚
園
へ
。
市
の
確

認
・
審
査
後
、
補
助
金
相
当
額
が
各

幼
稚
園
か
ら
保
護
者
へ
支
給
さ
れ
ま

す
（
１２
月
初
旬
予
定
。
審
査
に
は
住

民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
）
。
調
書

が
配
付
さ
れ
な
い
場
合
は
左
記
へ

b
教
育
総
務
課
☎
９
６
３
＝
９
２
８

０

子
育
て

相
　
談

消
防
か
ら
の
お
知
ら
せ

放水訓練の様子

ご
存
じ
で
す
か

人
権
擁
護
委
員
制
度

お
子
さ
ん
の
就
園
・
就
学
を

　
　
　
　
　
　

援
助
し
て
い
ま
す

い
ず
れ
も
、
前
年
度
認
定
さ
れ
た
方
も
、
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す


